
 

佐賀市開発審査会付議基準包括承認基準 

 

（要 旨） 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第３４条第１４号及

び法施行令（昭和４４年政令第１５８号。）第３６条第１項第３号ホの規定に基づき、

あらかじめ開発審査会の議を経るための提案基準である佐賀市開発審査会付議基準の

うち、下記の基準に該当するものについては、開発審査会の議を経たものとみなす。 

 なお、この基準に基づき当該許可処分の後、直近の審査会に報告するものとする。 

 

記 

 

（基 準） 

１ 第４号基準 「既存集落の自己用住宅」 

２ 第５号基準第１項及び第２項 「指定既存集落内の自己用住宅、分家住宅」 

３ 第６号基準 「地区集会所等」 

４ 第９号基準 「地域経済牽引事業の用に供する施設」 

５ 第１８号基準第３項 「適法に建築された住宅の使用者の変更」 

６ 第１８号基準第４項 「既存権利の未行使に係る救済措置」  

７ 第１８号基準第５項 「既存権利の未届けに係る特別措置」 

８ 第１８号基準第７項 「平成１９年１１月３０日法改正以前の法第２９条第１項第

４号により開発行為が行われた土地の区域内において行う

建築物等の建築」９ 法第３４条第１４号の規定により許可

を受けたものの変更許可（法第３０条第１項第３号から第５

号までに該当するものに限る。） 

９ 法第３４条第１４号の規定により許可を受けたものの変更許可（法第３０条第１項

第３号から第５号までに該当するものに限る。） 

 

附則 

 この基準は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 

 この基準は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この基準は、令和 8 年 5 月 1 日から施行する。 


